
給与規定 別表２ (東京都の保育園用)                      

平成３１年４月１日 

名  称 支   給   条   件 支 給 額 ま た は 支 給 率 

基 本 給 全職員 給与規定４条による 

職 務 手 当 

 

 

 

園長 

 

副園長 

 

主任保育士 

 

副主任・主任(庶務・保育リーダー等) 

 

保育士、看護士、栄養士等文書作成者 

継続的に自主的な研究、研修が認められる

職員 

その他の職員 

 

文書作成手当等として 

基本給×０．１５ 

（基本給４０万超は 8万限度） 

基本給×０．１２ 

（基本給３５万超 6万限度） 

基本給×０．１ 

（基本給３５万超は 3.5万限度） 

基本給×０．０５ 

（基本給３０万超は 1.5万限度 

基本給×０．０２ 

（基本給２５万超は 1.0万限度） 

 

基本給×０．０１ 

（基本給２５万超は 0.5万限度） 

３，０００円 

職 務 手 当 Ⅱ 

( 東 京 都 ) 

 

副主任 

 

 職務リーダー 

  

 職務分野リーダー 

 

 主任保育士 

４０，０００円 

 

５，０００円～４０，０００円 

 

５，０００円～２０，０００円 

 

０円～３０，０００円 

キャリアアップ

手当(東京都) 

正規職員 ２０，０００円 

扶 養 手 当 

（試用中は支給

しない） 

扶養控除対象配偶者 

満１８歳以後の最初の３月３１日までの子

１人に付 

（扶養控除対象配偶者がいない場合も同） 

１０，０００円 

 ４，５００円（但し２人まで） 

３人目以降は１人１０００円 

通 勤 手 当 公共交通機関利用者（電車･バス） 

 

交通具利用者 1（自転車等２㎞以上） 

 

 

 

 

 

交通具利用者 1（自動車等２㎞以上） 

 

※駐車場補助 

２０，０００円迄 

  （１ヶ月定期運賃相当額） 

２ｋｍ以上３ｋｍ未満まで  

２,０００円 

３ｋｍ以上１０ｋｍ未満まで 

  １ｋｍ毎に３００円を加算 

１０ｋｍ以上４５ｋｍ未満まで 

  １ｋｍ毎に４８０円を加算 

３ｋｍまで５，０００円 

３ｋｍ以上１ｋｍ毎に７００円 

駐車場代 1/2(月 5,000円まで) 



※通勤手当及び住居手当は合計金額が３０，０００円までとする。 

※住宅手当は平成３８年３月までとする。採用１０年以上の職員も５年間支給 

※パート交通費等 日割り 1/21 

または週 1 は 1/5 （週２～4 は 2/5～4/5） 

  

時間外勤務手当 ・役付職員には支給せず。 

・週４０時間勤務職員 

１日８時間を超えての勤務の場合、１時間あたり 

（基本給＋職務手当）÷１７1時間×１．２５ 

但し、その日の勤務時間を超えての勤務が８時間に満たない場合は、 

１．２５倍しない（１倍）。 

計算期間は、前月１日から末日。 

・週４０時間未満の勤務職員 

１日８時間を超えての勤務の場合、１時間あたり 

（基本給＋職務手当）÷その職員の月の勤務時間×１．２５ 

但し、その日の勤務時間を超えての勤務が８時間に満たない場合は、 

１．２５倍しない（１倍）。 

計算期間は、前月１６日から当月１５日。 

※住宅手当 

住宅を所有する者 

（※住宅を新築した場合の５年間） 

賃貸住宅の契約者 

１，０００円 

（２，５００円） 

家賃の 1/2（３０，０００円迄） 

深 夜 勤 務 手 当 ・（基本給＋職務手当）÷１７１時間×０．２５ 

休 日 勤 務 手 当 
・役付職員には支給せず。 

・（基本給＋職務手当）÷１７１時間×１．３５ 



給料規定 別表３ 賞与 

 

支 給 期 ６ 月 期 １２ 月 期 ３ 月 期 

支給判定対象期間 １月～６月 7 月～１２月 ４月～３月 

支給判定基準日 ６月１日 １２月１日 ３月１日 

支 給 対 象 職 員 

・支給判定基準日に在籍中の職員 

・支給判定基準日１ヶ月前以降に死亡した職員 

・支給判定基準日に無給休職職員は除く 

 

支 給 計 算 月 数 ２ヶ月 ２ヶ月 
支給するかしないかを含

めてその都度決定 

上記支給月数を基準とし、所轄庁の補助金の変動と入所児の変動等により、

その都度決定する。 

支給額は、賞与基本額に次項の支給率を用いて算出する。 

支給判定日現在の

在職期間による支

給率 

 

 

Ａ 

勤 務 期 間 支給率 勤 務 期 間 支給率 

６ヶ月以上 １００％ ２ヶ月以上３ヶ月未満 ３５％ 

５ヶ月以上６ヶ月未満 ８０％ １ヶ月以上２ヶ月未満 ２０％ 

４ヶ月以上５ヶ月未満 ６５％ １ヶ月未満 ０％ 

３ヶ月以上４ヶ月未満 ５０％   

上記による算出額に０．５を乗じる 

支給判定日現在の

在職期間における

勤務成績による 

支給率    Ｂ 

勤務を人事考課し、その成績を５０％～１５０％の間で決定の上、それを支

給率とする。 

上記による算出額に０．５を乗じる 

支 給 額 上記Ａ、Ｂの計算により算出された額を合計し、支給月数を乗じ支給する。 

そ の 他 雇用契約書による支給は本表を参考にし、契約書により支給。 

期末事業等調整費 職員処遇改善費等の上乗せ加算・功労加算等 

 


